
八尾市告示第181号 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11年

法律第 117号。以下「ＰＦＩ法」という。）第８条第１項の規定により、八尾市

営西郡住宅（14号館～18号館）建替事業を実施する民間事業者の選定について、

次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。

以下「政令」という。）第167条の６及び八尾市財務規則（昭和 39年八尾市規則

第33号。以下「規則」という。）第104条の規定により次のとおり公告する。  

 令和４年５月９日  

八尾市長  山 本  桂 右   

記 

１ 入札に付すべき事項  

 ⑴ 事業名称  八尾市営西郡住宅（ 14号館～18号館）建替事業  

 ⑵ 事業場所  八尾市幸町五丁目12番１、幸町五丁目 28番３、28番４、28番

５、30番４、31番１、幸町四丁目３番１、３番３、４番、８番

１、29番３、35番、37番２、幸町五丁目 47番１  

 ⑶  事業内容  本事業は、事業用地において、現存する西郡住宅（４号館、

５号館、店舗付１号館、店舗付２号館及びそれに附属する施設

等）及び公園関連施設の解体撤去、新たな市営住宅（建替後の

住棟及びそれに附属する施設、屋外工作物その他外構等）の整

備、本事業において活用の予定のない事業用地の整備、これら

を実施する上で必要となる関連業務を一体的に行う。   

 ⑷ 事業期間  事業契約の締結日から建替住宅の所有権移転・引渡しに係る

一切の手続及び入居者移転支援業務等が完了した日まで  

２ 入札参加資格に関する事項  

 ⑴ 入札参加者の構成等  

  ア 入札参加者の構成  

   (ア) 入札参加者は、次に掲げる企業で構成されるグループ（以下「応募

グループ」という。）とする。  

    (a) 市営住宅整備業務に関して設計をする企業（以下「設計企業」と

いう。）  



    (b) 市営住宅整備業務に関して建設をする企業（以下「建設企業」と

いう。）  

    (c) 市営住宅整備業務に関して工事を監理する企業（以下「工事監理

企業」という。）  

    (d) 入居者移転支援業務を行う企業（以下「入居者移転支援業務企業」

という。） 

   ( イ ) 応募グループは、入札手続き、落札者となった場合の契約手続きな

ど八尾市との調整・協議等における窓口役を代表して行う企業（以下

「代表企業」という。）を定める。  

   ( ウ ) 代表企業は、本事業を遂行する上で設計及び建設・工事監理・入居

者移転支援について中心的な役割を果たす企業とし、建設企業に限る。 

  イ 複数業務について  

応募グループを構成する企業（以下「構成員」という。）のうち、個別

の参加資格要件を満たす者は、当該複数の業務を実施することができる

ものとする。ただし、工事監理企業は建設企業を兼ねることはできない

ものとし、資本関係もしくは人的関係において次に掲げる ( ア )～ ( オ )のいず

れかに該当する者でないこととする。  

   ( ア ) 工事監理企業が建設企業の発行済み株式の 50％を超える株式を所

有していること。  

   ( イ ) 工事監理企業が建設企業の資本総額の 50％を超える出資をしてい

ること。  

   ( ウ ) 建設企業が工事監理企業の発行済み株式の 50％を超える株式を所

有していること。  

   ( エ ) 建設企業が工事監理企業の資本総額の 50％を超える出資をしてい

ること。  

   ( オ ) 工事監理企業において代表権を有する役員が、建設企業の代表権を

有する役員を兼ねていること。  

  ウ 特別目的会社（ＳＰＣ）の設立について  

    ＰＦＩ事業者（落札者）となった入札参加者は、本事業を遂行するた

めに、会社法（平成 17年法律第 86号）に定める株式会社として特別目的



会社（以下「ＳＰＣ」という。）を設立することができる。ＳＰＣを設立

する場合は、前記「ア」及び「イ」に定めるもののほか、次に掲げる ( ア )

～ ( ウ )の要件についても満たすものとする。  

   ( ア ) ＰＦＩ事業者（落札者）となった応募グループの構成員のうち、代

表企業は、必ずＳＰＣに出資するものとする。  

   ( イ ) 代表企業は出資者の中で最大の出資を行うものとする。  

   ( ウ ) 出資者である構成員は、本事業が終了するまでＳＰＣの株式を保有

するものとし、八尾市の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲

渡、担保権等の設定、その他の一切の処分を行ってはならない。  

ＳＰＣを設立する場合、ＰＦＩ事業者は、本事業を実施するため、事

業仮契約の締結前までに、会社法に定める株式会社として本事業を経営

するにあたり妥当な資本金を持ったＳＰＣを八尾市内に設立すること。

また、入札参加者の構成員によるＳＰＣへの出資比率は２分の１を超え

ることとすること。なお、全ての出資者は、事業契約が終了するまでＳ

ＰＣの株式を保有するものとし、八尾市の事前の書面による承諾がある

場合を除き、譲渡、担保権などの設定その他一切の処分を行ってはなら

ない。  

※ 「出資比率」とは、株式会社の資本金額に対して、出資する金額

の割合をいう。  

  エ 構成員の変更等について  

    資格審査に関する提出書類の受付日後においては、原則として構成員

の変更及び追加は認めないものとする。ただし、八尾市がやむを得ない

と認めた場合は、八尾市の承認を条件として応募グループの構成員（た

だし、代表企業を除く。）の変更及び追加ができるものとする。  

  オ 複数応募の禁止  

    応募グループの構成員及びこれらの企業と資本面もしくは人事面にお

いて関係のある者は、他の提案を行う応募グループの構成員になること

はできない。  

※ 「資本面において関連のある者」とは、当該企業の発行済株式総数

の100分の 50を超える株式を有し、又はその出資の総額の 100分の 50を



超える出資をしている者をいい、「人事面において関連のある者」とは、

応募グループの構成員の代表権を有する役員を兼ねている場合をいう。

以下同じ。  

  カ ＰＦＩ事業者の市内業者に対する契約に関する事項  

    ＰＦＩ事業者は、八尾市内に常設の本社又は本店を有する企業（以下

「市内企業」という。）と契約し、市内企業への発注予定額の合計（以下

「市内発注予定額」という。）の本業務に係る対価に対する割合は10％以

上とし、その割合は応募グループが提案すること。なお、市内発注予定

額は、市内企業である構成員（以下「市内構成員」という。）との契約予

定額、ＰＦＩ事業者が業務の一部を再委託する再受託者（以下「１次協

力会社」という。）との契約予定額、１次協力会社が業務の一部を再々委

託する再々受託者（以下「２次協力会社」という。）との契約予定額の合

計額とする。ただし、次に示す場合には留意すること。  

   ( ア ) 市内構成員から直接業務の一部を再受託する１次協力会社及び

再々受託する２次協力会社が市内企業である場合は、当該１次協力会

社及び２次協力会社への発注予定額は、市内発注予定額に含めない。  

   ( イ ) 八尾市外に本社又は本店を有する構成員（以下「市外構成員」とい

う。）の１次協力会社が市内企業である場合は、当該１次協力会社から

市内企業である２次協力会社への発注予定額は、市内発注予定額に含

めない。  

   ( ウ ) 市外構成員の１次協力会社が八尾市外の企業である場合は、当該１

次協力会社から市内企業である２次協力会社への発注予定額は、市内

発注予定額に含める。  

 ⑵ 入札参加者の資格要件  

  ア 入札参加者の参加資格要件（共通）  

   ( ア ) ＰＦＩ法第９条各号のいずれにも該当しない者であること。  

   ( イ ) 政令第167条の４の規定に該当しない者であること。  

   ( ウ ) 客観的に明らかに経営不振に陥ったと認められる次の (a)から (ｄ)まで 

のいずれかに該当する者でないこと。  

    (a) 旧会社更生法（昭和27年法律第 172号）又は会社更生法（平成 14年 



法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立てがなされている者  

    (b) 民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立  

てがなされている者  

    (c) 旧破産法（大正11年法律第71号）又は破産法（平成16年法律第75 

号）に基づく破産手続開始の申立て、並びに旧和議法（大正 11年法  

律第72号）に基づく和議開始の申立てがなされている者  

    (d) 会社法に基づく特別清算開始の申立てがなされている者  

   ( エ ) 規則第 98条に該当する者であること。また、消費税及び地方消費税  

を滞納していない者であること。  

   ( オ ) 公告日から資格審査に関する提出書類提出までの間に、八尾市入札

参加停止要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。 

   ( カ ) 八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等排除措置を受  

    けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当し  

    ないこと。  

   ( キ ) 建設業法（昭和 24年法律第 100号）第 28条第３項又は第５項の規定に

よる命令を受けている者  

   ( ク ) 建築士法（昭和 25年法律第 202号）第 26条第２項の規定による事務所

の閉鎖命令を受けている者  

   ( ケ ) 八尾市が本事業について、アドバイザリー業務を委託している以下

の者並びに同社の子会社もしくは親会社である者でないこと。  

     ・株式会社地域計画建築研究所  

     ・株式会社地域計画建築研究所が本アドバイザリー業務の一部を委

託している株式会社地域経済研究所及び北口・繁松法律事務所  

   (コ) 選定委員会の委員が属する企業又はその企業と資本面又は人事面に

おいて関連のある者が参加していないこと。  

  イ 入札参加者の参加資格要件（業務別）  

入札参加者は、事業を適切に実施できる能力（技術・実績・資金・信  

用等）を備える者であり、資格審査に関する提出書類の受付日において、

次に掲げる要件を全て備えていなければならない。なお、ＰＦＩ事業者

がＳＰＣを設立する場合にあっては、ＳＰＣから ( ア )～ ( エ )の企業として業



務を受託する者も同様とする。  

   ( ア ) 設計企業  

設計企業は、次の要件を全て満たしていること。なお、本業務を複  

数の者で業務を行う場合は、統括する設計企業を置くものとし、全て

の者が当該要件を全て満たしていること。  

    (a) 令和４年度八尾市建設工事等競争入札参加資格者名簿（以下「参

加者名簿」という。）において工事関連業務の種類「建築関係建設コ

ンサルタント業務」で登録されていること。  

    (b) 建築士法第 23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行って  

いること。  

    (c) 平成19年４月１日以降に契約した業務において、元請として（共  

同企業体によるものである場合は、代表者としての履行に限る。）、 

次の要件を全て満たす共同住宅（寄宿舎、寮、ワンルームマンショ  

ン等を除く。）の新築工事に伴う実施設計の業務実績（成果品の引渡  

しが完了した者に限る）を有すること。  

・鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造  

・８階建て以上  

・延床面積4,000㎡以上又は80戸以上  

    (d) 設計企業と入札参加資格審査申請受付の日から起算して過去３か

月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある一級建築士である管

理技術者（設計業務の技術上の管理等を行う者をいう。）を配置でき

ること。なお、落札後、八尾市が必要と認めた場合、設計企業は配

置予定技術者（管理技術者）を変更することができる。  

   ( イ ) 建設企業  

建設企業は、１者で業務を担当する場合は、下記の (a)～ (f)の要件を  

満たすこと。複数の者で業務を実施する場合は、統括する建設企業を

置くものとし、統括する建設企業は下記の (a)～ (f)の要件を満たし、そ

の他の建設企業は、 (a)、 (b)、 (c)、 (g)、 (h)の要件を全て満たすこと。な

お、全ての建設企業は、工事監理業務を行う企業を兼ねることはでき

ない。  



    (a) 参加者名簿において建設工事の種類「建築一式工事」で登録され  

ていること。  

    (b) 建築工事業について建設業法第 15条に規定する特定建設業の許可

を受けていること。なお、参加者名簿の登録申請後に特定建設業の

許可を取得した場合は、入札公告の日の１週間前までに当該許可に

係る許可書の写しが本市契約検査課に提出されていれば、特定建設

業の許可を受けているものとして取り扱う。  

    (c) 「八尾市発注工事に配置する技術者等の取扱いについて」（以下

「配置技術者取扱い」という。）を遵守できること。ただし、配置技

術者取扱い中において「入札締切の日」は「建設業務の開始日」、「完

了検査日」は「建設業務の完了検査日」と読み替えるものとし、図

表１から図表３までは適用しない。  

    (d) 入札参加資格審査申請受付締切の日において、建設業法第 27条の

23に規定する経営事項審査に係る最新の結果通知書（入札参加資格

審査申請書類提出日において、審査基準日が１年７か月以上経過し

ていないこと。以下「最新の「経営事項審査結果通知書」」という。）

の建築一式工事の総合評定値が 1,300点以上の者であること。  

    (e) 対象工事に、入札提出書類の提出締切の日以前に雇用されている

建設業法第19条の２に基づく現場代理人（建設業法に規定する建設

業の許可に係る営業所の専任技術者は不可）、同提出締切の日以前

に３か月以上の雇用関係を有している同法第 26条に基づく専任か

つ常駐の監理技術者及び必要な人員を適正に配置し、所定の工期内

に安全に施工できること。  

    (f) 平成19年４月１日以降に契約した建築一式工事において、元請と

して（共同企業体によるものである場合は、代表者としての履行に

限る。）、次の要件を全て満たす共同住宅（寄宿舎、寮、ワンルーム

マンション等を除く。）の新築工事の実績（完成及び引渡しが完了し

た者に限る）を有すること。  

・鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造  

・８階建て以上  



・延床面積4,000㎡以上又は80戸以上  

    (g) その他の建設企業は、入札参加資格審査申請受付締切の日におい

て、市内企業にあっては参加者名簿の「建築一式工事」の等級格付

けがＡ等級の者、市外企業にあっては最新の「経営事項審査結果通

知書」の建築一式工事の総合評定値が 1,000点以上の者であること。 

    (h) その他の建設企業にあっては、対象工事に、入札提出書類の提出

締切の日以前に３か月以上の雇用関係を有している建設業法第 26

条に基づく専任の主任技術者（主任技術者となりうる国家資格を有

する者であること。）または監理技術者及び必要な人員を適正に配

置し、所定の工期内に安全に施工できること。  

   ( ウ ) 工事監理企業  

工事監理企業は、次の要件を全て満たしていること。なお、本業務

を複数の者で業務を行う場合は、統括する工事監理企業を置くものと

し、全ての者が当該要件を全て満たしていること。  

    (a) 参加者名簿において工事関連業務の種類「建築関係建設コンサル

タント業務」で登録されていること。  

    (b) 建築士法第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行って

いること。  

    (c) 平成19年４月１日以降に契約した業務において、元請として（共

同企業体によるものである場合は、代表者としての履行に限る。）、

次の要件を全て満たす共同住宅（寄宿舎、寮、ワンルームマンショ

ン等を除く。）の新築工事に伴う工事監理または実施設計の業務実

績（完成及び引渡し、又は成果品の引渡しが完了した者に限る。）を

有すること。  

・鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造  

・８階建て以上  

・延床面積4,000㎡以上又は80戸以上  

    (d) 工事監理企業と入札参加資格審査申請受付の日から起算して過去

３か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある一級建築士であ

る工事監理者（建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第５条の６第４



項の規定による工事監理者をいう。）を専任で配置できること。  

   ( エ ) 入居者移転支援業務企業  

     入居者移転支援業務企業は、移転者支援業務、住替者支援業務等に

精通していること。  

 ⑶ 参加資格の確認基準日  

参加資格確認基準日は、資格審査に関する提出書類の受付締切日とする。 

 ⑷ 資格審査に関する提出書類の受付日以降の取り扱い  

   入札参加資格を有すると認められた応募グループの構成員又はＳＰＣか

ら業務を受託する者が、資格審査に関する提出書類の受付日以降に入札参

加資格要件を欠くような事態が生じた場合の対応は、次のとおりとする。 

  ア 参加資格確認基準日の翌日から開札日までの間、応募グループの構成

員のいずれかが入札参加資格を欠くに至った場合、当該入札参加者は入

札に参加できない。ただし、代表企業以外の構成員が入札参加資格を欠

くに至った場合は、当該入札参加者は、入札参加資格を欠いた構成員に

代わって、入札参加資格を有する構成員を補充し、入札参加資格等を確

認の上、八尾市が認めた場合は、入札に参加できるものとする。  

  イ 開札日の翌日から落札者決定日までの間、応募グループの構成員が入

札参加資格要件を欠くに至った場合、八尾市は当該入札参加者を落札者

決定のための審査対象から除外する。ただし、代表企業以外の構成員が

入札参加資格を欠くに至った場合で、当該入札参加者が、入札参加資格

を欠いた構成員に代わって、入札参加資格を有する構成員を補充し、八

尾市が入札参加資格の確認及び事業能力を勘案し、契約締結後の事業運

営に支障をきたさないと判断した場合は、当該入札参加者の入札参加資

格を引き続き有効なものとして取り扱うことができるものとする。なお、

この場合の補充する構成員の入札参加資格確認基準日は、当初の構成員

が入札参加資格を欠いた日とする。  

  ウ 落札者決定日の翌日から基本協定締結日までの間、応募グループの構

成員が入札参加資格要件を欠くに至った場合、八尾市は落札者と事業契

約を締結しない場合がある。この場合において、八尾市は落札者に対し

て一切の費用負担を負わないものとする。ただし、代表企業以外の構成



員が入札参加資格を欠くに至った場合で、当該落札者が、参加資格を欠

いた構成員に代わって、入札参加資格を有する構成員を補充し、八尾市

が入札参加資格の確認及び事業能力を勘案し、契約締結後の事業運営に

支障をきたさないと判断した場合は、当該落札者と事業契約を締結する。

なお、この場合の補充する構成員の入札参加資格確認基準日は、当初の

構成員が入札参加資格を欠いた日とする。  

  エ 基本協定締結日の翌日から事業契約に係る議会の議決日までの間、落

札者の構成員又はＳＰＣから業務を受託する者が入札参加資格要件を欠

くに至った場合、八尾市は落札者と事業契約を締結しない場合がある。

この場合において、八尾市は落札者に対して一切の費用負担を負わない

ものとする。ただし、代表企業以外の構成員又はＳＰＣから業務を受託

する者が入札参加資格を欠くに至った場合で、当該落札者が、参加資格

を欠いた構成員又はＳＰＣから業務を受託する者に代わって、入札参加

資格を有する構成員又はＳＰＣから業務を受託する者を補充し、八尾市

が入札参加資格の確認及び事業能力を勘案し、契約締結後の事業運営に

支障をきたさないと判断した場合は、当該落札者と事業契約を締結する。

なお、この場合の補充する構成員又はＳＰＣから業務を受託する者の入

札参加資格確認基準日は、当初の構成員又はＳＰＣから業務を受託する

者が入札参加資格を欠いた日とする。  

３ 入札の実施  

 ⑴ 入札説明書等の公表  

入札説明書等を八尾市ホームページにおいて公表する。  

ホームページのＵＲＬ  https://www.city.yao.osaka.jp/ 

 ⑵ 入札説明書等に関する説明会  

下記のとおり、入札説明書等に関する説明会を開催する。  

  ア 開催日時  令和４年５月 16日（月）午前 10時から午後４時まで  

  イ 受付会場  八尾市営西郡住宅 第３集会所（八尾市幸町五丁目 44番地） 

  ウ 申込方法  入札説明書において明示する。  

 ⑶ 資格審査  

   入札参加者は、入札参加表明書を含む資格審査提出書類を八尾市に提出



し、資格審査を受けなければならない。  

  ア 提出期間  令和４年７月 25日（月）から同年８月 10日（水）の午前９  

時から午後５時まで（必着）  

  イ 提出先  八尾市本町一丁目１番１号  

八尾市建築部住宅管理課  

  ウ 提出方法 入札説明書において明示する。  

 ⑷ 資格審査結果の通知  

   資格審査の結果は令和４年９月 12日（月）までに、電子メールにて応募

グループの代表企業に通知する。資格審査により入札参加資格を認められ

なかった者は、その理由について、書面により次に示すとおりの要領で説

明を求めることができる。  

  ア 提出期間  令和４年９月 15日（木）から同月22日（木）の午前９時か

ら午後５時まで（必着）  

  イ 提出先  八尾市本町一丁目１番１号  

八尾市建築部住宅管理課  

  ウ 提出方法 入札説明書において明示する。  

 ⑸ 入札参加資格がないと認めた理由の回答  

説明を求めた者に対し、令和４年９月 30日（金）までに書面により、郵

送にて、回答する。  

 ⑹ 入札  

入札参加者は、入札提出書類（入札書及び本事業に関する事業計画の内

容を記載した事業提案書）を次のとおり提出すること。  

  ア 入札書及び事業提案書（正本）  

   （ ア） 提出期間  令和４年10月３日（月）から同月14日（金）の午前９時

から午後５時まで（必着）  

   ( イ ) 提出先  八尾市本町一丁目１番１号  

八尾市建築部住宅管理課  

   ( ウ ) 提出方法  入札説明書において明示する。  

  イ 事業提案書（副本）  

   ( ア ) 提出期間  令和４年10月３日（月）から同月17日（月）の午前９時



から午後５時まで（必着）  

   ( イ ) 提出先  八尾市本町一丁目１番１号  

八尾市建築部住宅管理課  

   ( ウ ) 提出方法  入札説明書において明示する。  

 ⑺ 開札  

   八尾市は、以下の日時において応募グループの代表企業又はその代理人

の立会のうえ、開札を行う。  

  ア 開札日時  令和４年10月17日（月）午後２時  

  イ 開札場所  八尾市役所  本館４階  入札室  

 ⑻ 入札の無効  

規則第 111条各号のいずれか又は総合評価一般競争入札心得第７条各号

のいずれかに該当する入札及び虚偽の申請を行った者のした入札は、無効

とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取

り消す。  

 ⑼ 入札予定価格  

本事業の入札予定価格は、入札説明書に明示する。  

４ 落札者決定方法等  

 ⑴ 落札者決定方法  

総合評価一般競争入札によるものとし、落札者決定基準に基づく。  

 ⑵ 選定委員会の設置  

   八尾市は、学識経験者等で構成される「八尾市営西郡住宅（ 14号館～ 18

号館）建替事業者選定委員会」（以下「選定委員会」という。）を設置し、

審査を行う。  

 ⑶ 審査方法  

   選定委員会において、入札価格に基づく「入札価格評価点」と、事業提

案書の提案内容等の審査結果に基づく「提案内容評価点」を合算した「総

合評価点」を算出し、総合的に評価を行う方法とする。審査項目の詳細及

び配点等については、落札者決定基準に示す。  

 ⑷ 落札者の決定  

   選定委員会は、八尾市に選定結果を答申し、八尾市は、選定委員会によ



る落札者候補の選定の答申を踏まえ、落札者を決定する。なお、入札参加

者が一定の基準を満たさない場合には、八尾市は落札者を決定しない場合

がある。詳細については、落札者決定基準に示す。  

５ その他 

 ⑴ 入札保証金  

   入札参加者は、規則に定めるところにより、入札保証金の納付等を行わ

なければならない。入札保証金の納付方法は、原則として、規則第 107条に

定めるところによることとする。ただし、規則第 108条各号のいずれかに該

当する場合は免除する。  

 ⑵ その他  

詳細は入札説明書による。  

 ⑶ 問合せ先  

八尾市本町一丁目１番１号  

八尾市建築部住宅管理課  

電話 072-924-8543 


